
 

令和 6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

総合研究報告書 

 

1 

 

 

健康危機管理センターと多分野連携体制の推進のための研究 
 

研究代表者：久保 達彦 広島大学大学院医系科学研究科公衆衛生学 教授 

 

研究要旨： 

本研究では、我が国の既存の健康危機管理体制に適合する公衆衛生緊急オペレーショ

ンセンター（HEOC: Health Emergency Operations Center）及び多分野連携の体制につい

て検討した。アメリカ、カナダ、イスラエルの緊急オペレーションセンター（EOC: 

Emergency Operations Center）現地視察や、WHO の Framework for a Public Health 

Emergency Operations Centre (2015)の文献調査及び本邦における健康危機管理体制を踏

まえ、HEOC の在り方、必要な体制について検討を行い、我が国の既存の健康危機管理体

制に適合する HEOC モデルをまとめた。 

HEOC の果たすべき役割は、都道府県本部支援、政治的リーダーシップへの情報集約及

びオールハザード運用を実現することであり、そのためにオールハザード分野から参加す

る各支援機関の実動リーダーによる運営委員会（ネットワーク会議）を設置し、定期的に

開催（顔のみえる関係構築）する。平時には、標準教育資料（共通言語）の開発を行い、

有事には、各支援機関は国 HEOC への情報集約に協力し、国の意向も踏まえて保有リソー

ス（主に人的資源）を地域で動員、必要に応じて国 HEOC に動員する。 

同モデル案に沿って、国、自治体、支援団体を対象とした健康危機対応の要となる本

部運営手法のハザード種別を超えた標準化を目指し、標準的な本部運営手順書の作成、研

修資料を開発した。 
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⚫ 和田耕治 広島大学公衆衛生学 客員

教授 

⚫ 松田晋哉 産業医科大学公衆衛生学 

教授 

⚫ 森晃爾 産業医科大学産業保健経営学 
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Ａ．研究目的 

 国際保健規則(IHR)（2005 年）が WHO 加盟

各国に求めている健康危機管理センター

（HEOC: Health Emergency Operations 

Center）の我が国におけるあり方をヘルス以

外の多分野との連携体制も含めて検討し明ら

かにすることを目的として、調査研究（国内

調査・国際調査・連携分野調査）を進捗し、

HEOC モデル（ソフト面、ハード面の両面を

含む）（案）を研究開発する。 

 

Ｂ．研究方法 

研究代表者及び各分担研究者で以下の課題

に取り組み、適宜グループ会議及び班会議を

開催し、研究を遂行した。 

①標準的な本部運営手順書の作成及び研修

資料の開発 

（令和６年度） 

各分担研究におけるこれまでの議論の成果

物として、国、地方自治体、関係団体が連携

して組織的かつ統制のとれた健康危機管理を

行うための平時からの体制づくりの要点を、

手引きとして取りまとめた。また、作成した

手引きに準じて、研修資料の開発及び自治体

職員向けの研修を開催した。 

 

②HEOC 制度設計の観点から既存の健康危機

管理体制（久保研究代表者） 

（令和４、５年度） 

１．海外インタビュー・文献調査 

2022 年 11 月にアメリカ、カナダ、イスラ

エルの Emergency Operations Center (EOC)

を視察し、体制等について聴取した。エチオ

ピア、オーストラリアについては、EOC の体

制等について文献調査を行った。WHO が発表

した「HEOC のためのフレームワーク」及び

ガイダンスより HEOC 構築のために必須な観

点で、HEOC の法的権限、担当組織、ポリシ

ーグループ、運営委員会に分類し、ヒアリン

グ内容及び文献を分析した。 

２．健康危機管理体制に関する文献調査 

既存の健康危機管理体制について文献調査

を行い、HEOC の在り方、必要な体制につい

て検討を行った。 

３．連携分野調査 

 健康危機管理センターの機能の一部として

外交や安全保障（警察、防衛等）、ワンヘル

ス（動物、環境等）を含めた多領域連携の仕

組みを学術連携も視野に入れつつ情報収集し

た。今年度は某県における鳥インフルエンザ

対応における状況について情報収集を行っ

た。 

４．我が国の既存の健康危機管理体制に適合

する HEOC の体制について検討 

国内調査、国際調査、連携調査から得られ

た知見をもとに、研究分担者及び研究協力者

とオンラインミーティング等による協議を行

い、我が国の既存の健康危機管理体制に適合

する HEOC の体制について検討した。 

 

③健康危機管理センターと DMAT 活動の連携

に関する研究（小井土研究分担者、豊國研

究協力者） 

（令和４、５年度） 

アメリカ合衆国（米国）、カナダ、イスラ

エル国における災害医療体制、特に健康危機

管理に関する調整本部の設置形態国内災害医

療チームと HEOC との関係性、あり方などを

視察しその現況を分析、本邦の現体制との比

較、COVID-19 対応の経験などを踏まえ、検

討を行う。また、国内外の調査と連携分野調

査を含む現状の把握と厚労省コロナ対策推進

本部に参画した成果と課題を含めた DMAT の
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ポテンシャルを基に、日本版 HEOC モデル確

立に向けて必要な事項を検討した。 

（令和６年度） 

大規模災害時には、医療・保健・福祉の各

分野にわたる健康危機が同時多発的に発生す

るため、迅速かつ統合的な指令体制が不可欠

である。本研究では、こうした状況に対応す

る Health Emergency Operation Center

（HEOC）の制度構築に向け、国内における都

道府県保健医療福祉調整本部と DMAT の連携

実態を分析し、韓国の NEMOC および台湾の

REMOC との比較を通じて課題と今後の方向性

を検討した。 

 

④HEOC 構築に求められる要素の検討（冨尾

研究分担者） 

（令和４年度） 

わが国における災害・健康危機管理の本部

機能の現状について、関係法令、計画、通知

の情報をもとに整理した。 

（令和５年度） 

 WHO の Framework for a Public Health 

Emergency Operations Centre (2015)と関連

文書、米国連邦緊急事態管理庁（FEMA）の

National Incident Management System 

(NIMS) Emergency Operations Center How-

to Quick Reference(2022)および関連文書、

その他近年の学術論文をレビューし、特に国

レベルでの HEOC を構築する上で求められる

要素について整理した。また、米国、カナダ

の公衆衛生当局の視察・ヒアリングにより

HEOC 運用の現状について情報収集を行っ

た。WHO の公衆衛生危機管理センター構築に

向けた訓練と演習に関する手引書である、

(Handbook for Developing Public Health 

Emergency Operations Centre Part C: 

Training and Exercises（WHO 2018）、以下

WHO ハンドブック・パート C)について内容を

精査するとともに、学術文献および関連する

専門書を網羅的にレビューし、HEOC の運用

のあり方に影響を及ぼしうる要因について整

理した。文献検索にあたって

は、”emergency operations 

centre”、”PHEOC”、”HEOC”などをキー

ワードとして用いた。結果の表記について、

一貫性を持たせるために文献等で「PHEOC」

と記載されている場合も「HEOC」に統一し

た。 

（令和６年度） 

HEOC の運営および HEOC で活動する職員の研

修・訓練に関する文献調査を行った。 

（倫理面への配慮） 

本研究は政策研究であり、人を対象とした調

査等は実施していないため倫理面での特段の

配慮は必要としない。 

 

⑤感染症対応における EOC 運用に関する研

究（齋藤研究分担者、北山研究協力者） 

（令和４、５年度） 

国立感染症研究所(注)で運用する

Emergency Operations Center（以下、感染

研 EOC）について、2021 年 7 月の設置から機

能構築、運用のプロセスを振り返り記録し

た。そして、EOC 設置と運用に至るステップ

を汎用化し、設置と運用にあたって検討すべ

き事項を記述的にまとめた。特に、標準業務

対応手順（SOP）の作成、演習・訓練事例、

運用振り返りテンプレートを作成した。 

（令和６年度） 

感染研 EOC における緊急検査のシナリオと

して、「空港検疫所において二類感染症であ

る中東呼吸器症候群(MERS)感染疑い例が探知

された際の検査依頼への対応」を想定とし

た。まず、EOC 運用の一切を記載している

SOP を確認し、図上訓練を実施するための大

綱（計画）、及び、実施要領を作成した。次

に、状況の経時的変化（状況推移）の詳細を

エクセル表にした Master Scenario Events 

List（MSEL）、及び、検査依頼受領からの一

連の活動の詳細を記したアクションカードを

作成し、これらを使用して図上訓練を試行

し、修正をかけて本番の訓練を実施した。 
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⑥災害対応者の健康管理に係る知見を HEOC

の制度設計に組み込む（立石研究分担者、

五十嵐研究協力者） 

（令和４年度） 

１．海外インタビュー調査 

2022 年 11 月にアメリカ、カナダ、イスラ

エルの EOC を視察し、対応者の健康確保につ

いて聴取した。「災害対応人材への健康確保

を行う組織」という視点で、ドナペディアン

モデルを参考に、構造、過程、結果の視点で

ヒアリング内容を分析した。 

２．保健所調査 

保健所でのインタビュー調査を行い、災害

時における健康確保策の在り方、必要な体制

について検討を行った。 

（令和５年度） 

石川県保健医療福祉調整本部活動において

職員支援活動の導入とその効果について示

し、HEOC における災害産業保健の実装の在

り方について検討を行った。 

（令和６年度） 

厚生労働科学研究への参画、能登半島地震

での活動、健康管理システム「J-SPEED」の

開発・活用、関連マニュアル（保健医療福祉

調整本部マニュアル、健康危機対策本部 SOP

案）への反映活動、災害産業保健支援チーム

（DOHAT）の活用、職場環境改善プログラム

の実施、EOC 研修資材提供等を行った。 

 

（倫理面への配慮） 

 保健所調査について、産業医科大学倫理委

員会の承認を得た（承認番号：IDR4-002）。  

その他の研究は政策研究であり、人を対象

とした調査等は実施していないため倫理面で

の特段の配慮は必要としない。 

 

Ｃ．研究結果 

①標準的な本部運営手順書の作成及び研修

資料の開発 

（令和６年度） 

手引きを作成するにあたって、以下の観点

を特に重視した。 

①ハザード（危機種別）別の体制整備からの

脱却 

我が国には自然災害対応を含め、健康危機管

理に関する強固な取り組みが既に存在する。

一方で、その取り組みは法令に基づき分野・

ハザード別に進められており連動性に乏し

い。諸外国では一般的な対策本部は平時から

開設されている。平時に本部を設立するので

はなく、平時はネットワーク会議を開催する

ことで、危機発生時の本部を有効に活用する

ことを目指す。 

②ハザード管理からリソース管理への転換 

健康危機管理が必要なハザードは無数かつ多

様に存在し、各法令により全てのハザードを

管理することは現実的ではない。また数十年

に一度しか発生しないような低頻度ハザード

への対応は経験/練度不足にならざるを得ず

実効性が担保しにくい。今後はハザード別で

はなく、健康危機において必要となる多様な

リソース（人的支援、物資支援、財源・制度

調整）を平時から管理し、いざ危機発生時に

それらを事前計画や危機の特性に合わせて組

み合わせて活用する体制を構築していく必要

がある。 

③要となる本部運営 

危機発生時において国、地方自治体、関係団

体の連携の要となるのは、各階層で設置され

る本部である。今後は本部による統制能力及

び連携能力強化に平時から取り組む必要があ

る。 

④目指す体制 

ハードとしての HEOC の設置を目指すのでは

なく、運用面（ソフト面）を工夫することで

HEOC 機能の実現を目指す。平時には健康危

機管理に対応する関係機関がハザード種別を

超えて参集するネットワーク会議が定期開催

されて以下が推進される。 
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•顔のみえる関係づくり（組織間、担当者間

の信頼関係構築） 

•共通言語の普及（コアとなる研修資料の標

準化） 

 危機発生時体制においては、平時からのネ

ットワークを活かして以下が実現される。 

•標準的な手法に基づき本部を運営（ネット

ワーク会議に参加する関係機関の参画によ

る） 

•本部間の円滑な情報連携（市町村と都道府

県、都道府県と国、関係団体間等） 

作成した手引きに準じて、研修資料の開発

及び自治体職員向けの研修を開催した。 

 

②HEOC 制度設計の観点から既存の健康危機

管理体制 

（令和４，５年度） 

「HEOC フレームワーク」や先行する諸外

国の体制を踏まえ、我が国に適合する HEOC

の体制について検討した。 

我が国においては、「厚生労働省健康危機

管理基本指針」、「地域保健対策の推進に関

する基本的な指針」が既に存在するが、HEOC

を設立するためには、①センターの存在、②

さまざまな緊急事態における役割、③その責

任と説明責任、④地域、国、国際的な資源を

活用した作戦計画や調整機構、⑤予算編成や

資金配分等について明記した体系的な健康危

機管理の枠組みが必要である。 

「Framework for a Public Health 

Emergency Operations Centre」や先行する

諸外国の体制を踏まえ、我が国に適合する

HEOC の体制について検討した。 

我が国においては、関係公的文書規定とし

て「厚生労働省健康危機管理基本指針」、

「地域保健対策の推進に関する基本的な指

針」が存在するが、HEOC を設立するために

は、①センターの存在、②さまざまな緊急事

態における役割、③その責任と説明責任、④

地域、国、国際的な資源を活用した作戦計画

や調整機構、⑤予算編成や資金配分等につい

て明記した体系的な健康危機管理の枠組みが

公的に規定される必要がある。 

災害対策基本法に基づき臨時の対策本部を

迅速に立ち上げる体制はすでに存在するが、

オールハザード対応を行う常設 HEOC は設置

されていない。我が国において HEOC を設置

するためには、平時から大臣官房厚生科学課

が中核的に果たしている機能を強化し、とり

わけ健康危機発生時には激務に見舞われる同

室職員をはじめとする厚生労働省職員を支え

ることができる体制が構築されるべきであ

る。HEOC 計画を策定するためには、HEOC の

明確な目的を策定することが重要である。厚

生労働省と都道府県との情報連携を推進し、

都道府県の対応を支援すること、国際を含め

た多分野連携の国レベルでのフォーカルポイ

ントの役割を果たすことが主要な目的とな

る。 

今後の HEOC 機能の実装に向けて、①健康

危機管理調整会議傘下への運営委員会（仮

称）の設置、②HEOC が有するコア機能の検

討精緻化（都道府県本部支援（都道府県がで

きないことを支援）、政治的リーダーシップ

への情報集約、オールハザード運用の実

現）、③健康危機管理調整本部（仮称）のレ

ベル設定、リスク評価方法、施設要件（物理

的インフラ、情報通信技術インフラ及び規

格）、④健康危機管理に関する専門的な知識

を有する人材育成（標準教育資料の開発を含

む）、⑤支援機関の連携を円滑に行うための

実働機関も含めた教育/訓練の実施のあり方

について重点的に検討を進める必要がある。 

 

③健康危機管理センターと DMAT 活動の連携

に関する研究 

（令和４，５年度） 

毎年のように発生する自然災害、及び今回

の COVID-19 の対応を通して、本邦にも健康

危機管理センターを設置する必要があると考

えられ、その先行事例などを視察した。その

結果、米国・カナダは健康危機管理に対して
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多くの投資が行われていることが調査だけで

なく、施設の規模、設備などを通して確認で

きた。また、それら施設を運営するための人

員の確保、特に健康危機管理のスペシャリス

トが常駐し対応を行っており、それらスタッ

フの人材の育成が行われていた。 

本邦の災害医療において活動を行う DMAT

活動との連携体制などを参考とし検討を行っ

た結果、本邦で HEOC を設置するには、独立

した行政機関として設置、政策と科学を融

合、権限の授与、場所・設備（通信、インフ

ラを含む）の確保、スペシャリストの雇用。

キャリアパスと身分保障。多人数が必要、災

害発生時においてもスタッフが過重労働にな

らない体制、応援部隊が支援に入れるよう

に、平時からの連携、民間組織、民間企業も

徴用（活用）し様々なステークホルダーを含

む体制必要であることなどが考えられた。 

厚労省コロナ対策推進本部に参画した成果

と課題を整理し、厚労省 HEOC の役割や構成

についてまとめ、WHO のチェックリストを用

いて、運営委員会設置の具体像（平時、有事

の役割と運営、事務局の立ち位置、参加機関

など）を検討した。厚労省 HEOC のイメージ

は、都道府県保健医療福祉調整本部の国版と

考えられる。 

厚労省 HEOC 活動は都道府県支援が中心と

なる。対策業務は、人的支援、搬送調整、物

資支援、財源・制度整備となる。対策実施に

当たっては、保健医療福祉支援チーム本部へ

要請し、厚労省関係部局への指示し、政府本

部・他省庁へ要請する。災害時の本部は、意

思決定者、関係組織リエゾン、本部要員から

構成される。リエゾンが部隊指揮や搬送調整

などのオペレーションを担い、本部要員は情

報分析、連絡調整、物資支援、財源・制度整

備を担う。厚労省 HEOC では、国レベルの各

保健医療福祉支援チーム本部のリエゾンが参

画する必要がある。DMAT 事務局(注)は DMAT

指揮調整・搬送調整に加えて、国レベルの情

報分析、連絡調整、物資支援に貢献できる。

厚労省 HEOC が有事の際に機能するために

は、平時の仕組みを十分に構築しておくこと

が大切である。 

（令和６年度） 

韓国の NEMOC はリアルタイム情報システム

（NEDIS）とモバイルホスピタルを備え、全国

的な搬送調整や専門教育を一体的に運用して

おり、台湾の REMOC は段階的な災害評価、3D

情報の活用、地域 DMAT の機動的展開など、地

方拠点として高い即応性と柔軟性を有してい

た。これらの知見は、日本における HEOC 整備

において、リアルタイム情報の統合、人材育

成、地域拠点との連携強化を柱とした制度設

計の必要性を示すものであり、国と自治体が

一体となった包括的な運用体制の構築が求め

られる。 

 

④HEOC 構築に求められる要素の検討 

（令和４年度） 

わが国は、防災計画や厚生労働省健康危機

管理基本指針等に基づいて、公衆衛生危機管

理が実践されているが、常設の HEOC に相当

する組織は存在しない。 

常設の HEOC の利点は、平時からのモニタ

リングにより、危機の迅速な検知とタイムリ

ーな対応が可能となることが挙げられる。ま

た、HEOC の平時の重要な役割として国や地

域のリスクアセスメントやリソースマッピン

グがあるが、わが国ではオールハザードのリ

スクアセスメントは実施されていない HEOC

が常設されることでリスクアセスメントやリ

ソースの把握が継続的に実施され、リスクに

基づいた効果的・効率的な対応や必要なリソ

ースのタイムリーな把握が可能になることが

期待される。一方で、これらの業務を担う専

門性を有するスタッフの確保は大きな課題で

ある。 

世界保健機関（WHO）が提示する HEOC 構築の

ためのフレームワークでは、HEOC を健康危

機管理プログラムの一部として位置付け、戦

略から戦術に至る対応の概念の重要性を示す
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とともに、HEOC に求められる各種計画・手

順等の考え方が説明されている。本フレーム

ワークや先行する諸外国の体制を踏まえる

と、わが国で常設の HEOC を構築する際の留

意点として、HEOC の前提条件ともいえる基

本理念と方針を明確にすること、インシデン

トマネジメントシステムに相当する標準的な

対応システムを確立すること、関係機関や保

健医療支援チーム等のリソースも活用しつつ

危機管理人材を確保・育成すること、などが

考えられた。 

（令和５年度） 

HEOC を効果的に運用する上で、計画立

案、組織化・装備、訓練・演習、評価、修

正・承認の一連のプロセスからなるプリペア

ドネス・サイクルの一環として訓練・演習を

位置付け、計画的な人材育成を行うことが重

要である。訓練は、求められる能力の整理―

適切な訓練の種類の選択―ニーズアセスメン

トーカリキュラムの策定・評価、演習は、コ

ンセプトの確立―計画立案―実施―評価―レ

ビュー、のプロセスで、それぞれ実施され

る。訓練・演習を通じた実践的な知識・スキ

ルの獲得は HEOC の効果的な運用の推進要因

の１つとして挙げられているが、訓練・演習

を確実に実施するためには相応の業務量と専

門性が必要となる。 

（令和６年度） 

米国の全米科学・工学・医学アカデミー

は、包括的なレビューに基づいた HEOC 立ち

上げにかかる実施ガイダンスを示している。

HEOC の立ち上げを考慮する場合として、当

該公衆衛生緊急事態の規模が大きく、範囲が

複雑な場合、複数の新規の業務や連携体制の

構築が必要となるような未経験の対応が生じ

る場合、公衆衛生支援機能、大規模な情報共

有や対応の調整を必要とするような事態、リ

ソース・コスト・技術・法令・ロジスティク

スについて制約が生じている場合、関係機関

との間で高度な連携を必要とするような事

態、が挙げられている。また、HEOC の立ち

上げないことを考慮する場合として、HEOC

の立ち上げコストが、当該事態に必要な潜在

的リソースよりも大きい場合、幹部職員に

HEOC でのオペレーションの経験が乏しく、

他の職員も HEOC のトレーニングを十分に受

けていない場合、幹部職員が緊急事態への対

応ニーズよりも通常の公衆衛生機能の維持を

優先させる場合、が挙げられている。   

HEOC については、経験的にその有用性が

広く認識されているものの、その効果につい

てのエビデンスは十分でない。運営計画や作

業手順書の効果を含め、HEOC の効果のモニ

タリングと評価が求められる。 

 

⑤感染症対応における EOC 運用に関する研

究 

（令和４年度） 

EOC の設置・運用にあたっては、以下のステ

ップが踏まれてきたことが明らかになった。 

・核となる組織とコンセプトの樹立 

・場所の確保 

・標準業務対応手順（SOP）の作成 

・演習・訓練 

・オペレーション 

・反省と修正 

これらの設置と運用の実践プロセスを振り

返り、HEOC 設置にあたっての教訓を整理し

た。情報共有促進にあたっては、物理的な要

因のほか、情報共有を促進する仕組みと信頼

関係の構築が重要であること、オペレーショ

ンについては、拡張可能な組織構造と業務や

リソースの配分の協調・コマンド＆コントロ

ールのための権限が EOC に付与されている必

要性が挙げられた。 

（令和５年度） 

１）検査対応合同演習 

令和 5 年 5 月に広島で開催された G7 広島

サミットにおいては、開催前後２週間にわた

って強化サーベイランスの実施を支援したほ

か、感染症やバイオテロ発生に備え、現地医

療対策本部 NBC 班への専門家派遣等を実施し
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た。その際、同サミット開催中に、感染研に

おいて緊急病原体検査が必要になった場合を

想定し、厚労省ほか開催地自治体と連絡手順

を確認し、懸案事項を共有することを目的

に、オンラインで机上演習を実施した。 

２）ミッションの明確化とフォローアップ 

令和 6 年 3 月 1 日に大阪府は、東大阪市保

健所に発生届が提出された麻しん事例につい

て国際線利用を含む不特定の方と接触してい

る可能性が高いとして広く注意喚起を行っ

た。これを受けて、事例の増加の可能性を踏

まえ、感染研 EOC のアクティベーションを行

った。本事例については、感染研としてのミ

ッションを①Situation awareness & Early 

Alerting、②国内発生時の技術的支援、③国

の疫学調査、④麻しんの公衆衛生対応に関す

る未知の事象を明らかにする研究、と定め、

毎週、所内関係部署（感染症危機管理研究セ

ンター、実地疫学研究センター、感染症疫学

センター、ウイルス第三部、次世代生物学的

製剤研究センター）による情報共有会議を計

６回開催し、各対応の進捗を確認した。 

３）EOC 平時対応業務手順（SOP）の作成 

昨年度開発に着手した平時の標準業務対応

手順について、ver.1 を作成し、ver.1.1 に

アップデートした。 

4）EOC 運用振り返りテンプレートの作成 

EOC 運用の振り返りを記述するテンプレー

トを作成した。 

（令和６年度） 

感染研 EOC における定型的な対応事例につい

て、対応経験がない者が一連の対応を学ぶ訓

練モジュールを開発することができた。実施

要項、MSEL、アクションカードの整備によ

り、質が安定し、かつ、検証可能な訓練を実

施することができたと考えられる。また、マ

イクロソフトの Teams の活用は有用であり、

すべてのプロセスを映像と共に記録可能、か

つ、遠隔でも開催可能であり、また、部外者

の見学も可能となった。一方、訓練としての

有効性の評価、参加対象者やシナリオの拡張

の可能性については今後検討が必要と思われ

る。 

 

⑥災害対応者の健康管理に係る知見を HEOC

の制度設計に組み込む 

（令和４年度） 

災害対応組織には、労働衛生専門の機能を

持たせることが重要であり、意思決定におい

て、労働安全衛生に関する助言が組み込まれ

る必要があると考えられる。これらは、海外

の EOC においては標準的に備えられており、

我が国における EOC においても当然備えるも

のである。とくにアメリカにおいては

ICS208 文書による定型的な書式でハザード

の覚知とリスク評価を行う仕組みが存在して

おり、参考になると考えられる。 

海外の EOC では、平時から有事の際の 24

時間 365 日で稼働することを前提にオペレー

ションを組んでいた。そのための人員確保の

予算についても組織の中に位置付けられてい

た。災害は土日夜間に起きてもおかしくはな

く、さらに長期間に及ぶこともある。そのた

め、長期に持続的に対応できるような人員体

制を構築しておくことが職員の健康確保のた

めには重要である。 

災害発生時には、災害対応者の健康問題が

発生し、特に過度な負担がかかる人員や部門

がいたり、脆弱性を抱えた職員が存在したり

ため、それらを適切に検出し、早期発見と早

期治療に繋げる二次予防の戦略が必要であ

る。海外の EOC においては平時から災害に特

化した専門人材が配置され、日々トレーニン

グを積んでいる。我が国においても同様に災

害に対応できる人材育成が求められる。 

これらの災害時に職員の健康確保を行う仕

組みや職場環境改善の枠組みを提供するに

は、災害時の産業保健を専門に行う機関に情

報を集約し必要な情報の提供、具体的リスク

評価の支援、リスクコミュニケーションなど

を総合的に実施する外部支援機関の設置が有

効であると考えられる。 
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これまでの災害産業保健の知見と併せて、日

本の HEOC の設立における職員の健康確保に

ついて、災害発生前には、災害時の労働者の

健康確保を行うための資材提供ができる仕組

みが必要で、災害発生時には人的・技術的支

援が行える仕組みが必要であると考えられ

る。 

（令和５年度） 

石川県保健医療福祉調整本部における災害

産業保健支援活動は以下のとおりである。 

外部支援者の健康管理については事前に開

発が完了していた支援者健康管理版 J-SPEED

を用いて健康支援活動を実践した。電子シス

テムの運用は J-SPEED＋スマートフォンアプ

リケーションを用いて実施され、疲労度が 8

点以上のもの、報連相にチェックがついてい

るもの、担当者が全体のデータを見て問題が

あると判断したものに対し、電話またはショ

ートメールを用いて接触を図り、体調チェッ

ク及びその状況に応じた助言を行う活動を行

った。1 日当たりの入力者は支援活動がおお

むね 500 名程度であり、介入が必要なものは

1％程度であった。 

 外部支援者健康管理を行うために災害産業

保健支援チームとして 1 月 12 日より石川県

庁に入り、関係者らと協議を始めた。県庁内

に入っていた統括 DHEAT チームリーダーが、

自身のかつての被災自治体対応経験から職員

の負担を強く認識していたことから、DHEAT

の会議や保健医療福祉調整本部会議などでの

取り上げにつながっていった。それと並行し

て、保健医療福祉系部署のみならず、人事総

務系担当者など職員の健康管理を実践する部

署とも継続的協議を行うことで県庁及び 5 市

町および 1 団体について健康管理サービスを

実装することが可能になった。健康管理サー

ビスとして、支援者チームと同じフレームで

対応することが理解が得られやすいことから

J-SPEED のシステムを利用し対応することに

した。行政職員健康管理版 J-SPEED に参加し

た自治体は６自治体および１団体であった。

サービスの提供は 1 月 14 日から 3 月 31 日ま

で実施された。総入力件数は 5509 人で個別

職員への介入件数は 283 件であり災害関連メ

ンタルヘルス不調の提言に寄与したと考えら

れた。また、個人のみならず職場を対象とし

た組織的な対応にもつなげられていった。投

入された産業保健専門家の人数は総計 169 名

であった。人員及び電子システムの体制強化

が今後の課題である。 

（令和６年度） 

能登半島地震で J-SPEED を導入し、職員の

健康状態の可視化と早期介入に貢献した 。

保健医療福祉調整本部マニュアルや健康危機

対策本部 SOP 案に災害時の労働安全衛生や健

康管理の重要性、DOHAT・J-SPEED 活用等が

明記されることに貢献した。被災地の社会福

祉施設で職場環境改善プログラムを実施し、

具体的な改善に繋がった 。DOHAT は J-SPEED

を活用し専門的支援を展開、その成果は内閣

府防災のレビューでも取り上げられた。 

 

Ｄ．考察 

「Framework for a Public Health 

Emergency Operations Centre」や先行する

諸外国の体制を踏まえ、我が国に適合する

HEOC の体制について検討した。 

我が国においては、関係公的文書規定とし

て「厚生労働省健康危機管理基本指針」、

「地域保健対策の推進に関する基本的な指

針」が存在するが、HEOC を設立するために

は、①センターの存在、②さまざまな緊急事

態における役割、③その責任と説明責任、④

地域、国、国際的な資源を活用した作戦計画

や調整機構、⑤予算編成や資金配分等につい

て明記した体系的な健康危機管理の枠組みが

公的に規定される必要がある。 

HEOC の設置にあたっては上級代表からな

るポリシーグループを形成することが求めら

れる。構成員として、①主要な利害関係機関

のトップ、②法律および倫理顧問を含む主要

な専門家、③政府関係者、④戦略的リーダー
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シップを担う専門家が挙げられる。我が国の

既存体制としては、厚生労働省健康危機調整

会議が同グループにあたると想定される。健

康危機管理調整会議を強化することにより、

HEOC に対して政策的ガイダンスを提供する

ことが可能となる。 

これまでの日本における災害対応で検討さ

れていなかった組織として運営委員会の設置

がある。運営委員会は、HEOC の企画・開発

のため、HEOC の主要なステークホルダーと

ユーザーで構成されるメンバーで構成され

る。DMAT 事務局(注)、DPAT 事務局、DHEAT 事

務局、DWAT、JMAT、日本赤十字社、災害医療

コーディネーター、災害時小児周産期リエゾ

ン等厚生労働省防災業務計画に記載されてい

る関係機関、国立保健医療科学院健康危機管

理部、国立感染症研究所(注)感染症危機管理

センター、産業医科大学災害保健センター等

が対象ハザード等の種別を超えて平時から参

画することにより、公共部門と民間部門を含

む社会全体によるオールハザード健康危機管

理アプローチが可能になるだろう。HEOC の

社会実装にあたっては、この運営委員会を実

動部隊として設置できるかが最大のポイント

になるだろう。健康危機管理という機微な情

報を国家レベルで管理しつつ、民間の実働部

隊とも連動する運営委員会をいかに構築する

か、その点に我が国における HEOC の特性が

最も反映されてくると考えられる。 

ハザード（危機）は無数かつ多様に存在し、

すべてのハザードの想定/計画は困難である。

また実動面では、特に数十年に一度しか発生

しないような低頻度ハザードへの対応は経験

/練度不足にならざるを得ず実効性が担保で

きない。そのため、ハザードの種別を超えた

包括的な対応策の導入が必要である。本研究

では、健康危機対応において必要となるリソ

ース（人的支援、物資支援、財源・制度調整）

のハザード別を超えた普遍性に着目し、平時

からのリソース管理体制を強化し、危機発生

時に事前計画や危機の特性に合わせてリソー

スを組み合わせて活用する体制を構築するた

めに、ハード（施設）としてのHEOC設置以前に

導入可能なオプションとして運用面（ソフト

面）を強化することとして、国、自治体、支援

団体を対象とした健康危機対応の要となる本

部運営手法のハザード種別を超えた標準化を

目指した。標準的な本部運営手順書の作成、

研修資料の開発したのち、地域で平時のネッ

トワーク会議の開催及び研修・訓練を実施し

た。 

なお、HEOC運営マニュアル等における考慮

事項として以下を提案したい。 

• 施設を常設し、運営の専任者を置き、平

時から設備や各種書面、人材の管理運用

を行う体制を規定すること。 

• IMS など拡張可能な対応体制基盤を確立

し、平時より積極的に運用し、周知する

こと。 

• 中央・地方において、保健部局に限らな

いジェネリックなガイダンスを示す必要 

• CONOPS を確立すること（そもそも CONOPS

とは何かを含めて周知と理解を進めるこ

と） 

• 多機関連携においては、関係機関の目

的・対応能力について相互理解を深め、

窓口を明確にすること。 

• （組織内文書ではなく）フォーマルな文

書で基礎的な規程を整備し、組織外機関

にも周知すること。 

• アクティベーションメカニズムを明らか

にすること（事態をどのように誰が評価

して、どのような基準に基づき、誰が

「危機」のスイッチを押すか、あるいは

「危機」の体制を終了するか） 

• アクティベーションメカニズムが関係者

に周知し理解されるようにすること、そ

して、アクティベーションに参画するこ

とを正規の業務体系に位置付けること

（業務上の評価、時間外勤務への手当て

等）。 

• 訓練・演習の実施や振り返りについても



 

令和 6年度厚生労働行政推進調査事業費補助金 

（健康安全・危機管理対策総合研究事業） 

総合研究報告書 

 

11 

 

全体計画の中に位置づけること。 

 

運営委員会設置に関しては、以下を考慮事

項として提案する。 

• 感染症については、あくまで「日々の感

染症対応」というコンテクストとしてよ

りは、「感染症災害・パンデミック」ある

いは「災害下の感染症対策」に向けて運

営委員会に参画することになると考えら

れる。ただし、前者は感染症法に基づき

都道府県で地域連携協議会が設置されて

いることから、新たな枠組みを作る意義

は注意深く検討する必要がある。 

• 一方、自然災害でも感染症災害でも、業

務の拡張体制が不可欠であり、共通とな

る緊急事態管理メカニズム、支援・受

援、指揮・命令系統（IMS）が構築される

ことが期待される。ジェネリックな基本

形となる仕組みを提案することで、国内

で共通基盤構築につながることを期待す

る。 

• HEOC 運営マニュアル案については、事務

連絡・通知等で全国的に参考資料として

提示されることで、公式に普及が図れる

ものと思慮。 

 

 

Ｅ．結論 

日本版 HEOC の設立に際して、厚生労働省

と都道府県との情報連携を推進し、特に都道

府県の対応を支援する観点から、政府や関係

省庁、都道府県等の対策本部、関係機関との

関係性を体系的に整理した。 

我が国の既存の健康危機管理体制に適合す

る HEOC モデルは以下の通りである。 

 

（HEOC モデルの提言） 

・HEOC の果たすべき役割 

都道府県本部支援、政治的リーダーシップ

への情報集約及びオールハザード運用を実現

すること。 

・運営委員会（ネットワーク会議）の設置 

 上記役割を果たすために、オールハザード

分野から参加する各支援機関（DMAT・

DHEAT・日赤等）の実動リーダーによる運営

委員会（ネットワーク会議）を定期開催（顔

のみえる関係構築）し、標準教育資料（共通

言語）の開発を行う。 

・運営委員会（ネットワーク会議）を活用し

た国 HEOC 本部運営 

各支援機関は国 HEOC への情報集約に協力

し、国の意向も踏まえて保有リソース（主に

人的資源）を地域で動員、必要に応じて国

HEOC に動員する。 

 

Ｆ．健康危険情報  

特になし 
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ルディスカッション、２０２５年３月 

22. 榎田奈保子：DOHAT の活動、第３０回日

本災害医学会シンポジウム２０２５年

３月 

 

Ｇ．知的財産権の出願・登録状況 

１．特許取得 

特になし 

２．実用新案登録 

特になし 

３．その他 

特になし 

 

注釈 (注) 2025 年 4 月より、国立健康危機

管理研究機構へ移行


